
JP 2017-152165 A 2017.8.31

10

(57)【要約】
【課題】第一外装体と第二外装体とを接着固定するため
の接着剤が蓄電装置の外観を損ねることを抑制する。
【解決手段】蓄電装置１の外装体１０は、第一外装体１
１と、第一外装体１２の上方に配置された第二外装体１
２とを備えている。第一外装体１１は、上方に向かって
開放した第一開口１１２をなす第一周縁部１１３を有し
ている。第二外装体１２は、下方に向かって開放した第
二開口１２２をなし、第一周縁部１１３に対して外方か
ら対向する第二周縁部１２３を有している。第一周縁部
１１３の上端面１１３１と、第二外装体１２とが接着剤
５０により接着されている。第一周縁部１１３における
第二周縁部１２３と対向する外側面と、第二周縁部１２
３における第一周縁部１１３に対向する内側面との少な
くとも一方には、他方に向けて突出する突起（第一突起
１１４、第二突起１２７）が形成されている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電素子と外装体とを備える蓄電装置であって、
　前記外装体は、第一外装体と、前記第一外装体の上方に配置された第二外装体とを備え
、
　前記第一外装体は、上方に向かって開放した第一開口をなす第一周縁部を有し、
　前記第二外装体は、下方に向かって開放した第二開口をなし、前記第一周縁部に対して
外方から対向する第二周縁部を有し、
　前記第一周縁部の上端面と、前記第二外装体とが接着剤により接着されており、
　前記第一周縁部における前記第二周縁部と対向する外側面と、前記第二周縁部における
前記第一周縁部に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突起が
形成されている
　蓄電装置。
【請求項２】
　前記第一周縁部の前記外側面には、前記突起である第一突起が形成されており、
　前記第二周縁部は、前記第一突起よりも下方に延びるスカート部を含み、
　前記スカート部の前記内側面には、前記第一突起の下面に対向する第二突起が前記突起
として形成されている
　請求項１に記載の蓄電装置。
【請求項３】
　前記第一周縁部の外側面には、前記突起である第三突起が形成されており、
　前記第二周縁部の前記内側面には、前記第三突起の上面に当接する第四突起が前記突起
として形成されており、
　前記第二周縁部は、前記第三突起よりも下方に延びるスカート部を含む
　請求項１に記載の蓄電装置。
【請求項４】
　前記第四突起に前記第三突起が当接した状態の前記第二外装体と、前記第一外装体の前
記第一周縁部の前記上端面との間には、前記接着剤を収容する隙間が形成されている
　請求項３に記載の蓄電装置。
【請求項５】
　前記第一周縁部の前記外側面には、前記第一突起と、当該第一突起とは異なる前記突起
である第三突起とが水平方向に並んで配置されており、
　前記第二周縁部の前記内側面には、前記第三突起の上面に当接する第四突起が配置され
ている
　請求項２に記載の蓄電装置。
【請求項６】
　前記第一周縁部の前記外側面には、前記第三突起と、当該第三突起とは異なる前記突起
である第一突起とが水平方向に並んで配置されている
　請求項３または４に記載の蓄電装置。
【請求項７】
　前記第二突起の下面は、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面である
　請求項２または５に記載の蓄電装置。
【請求項８】
　前記第一突起の上面は、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面である
　請求項２、５、６、７のいずれか一項に記載の蓄電装置。
【請求項９】
　前記第二外装体における前記第二周縁部よりも内方には、前記第一外装体の第一周縁部
を接着位置に案内する案内部が設けられている
　請求項１～８のいずれか一項に記載の蓄電装置。
【請求項１０】
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　前記蓄電素子は、非水電解質蓄電素子である
　請求項１～９のいずれか一項に記載の蓄電装置。
【請求項１１】
　蓄電素子と外装体とを備える蓄電装置の製造方法であって、
　前記外装体は、第一外装体と、前記第一外装体の上方に配置された第二外装体とを備え
、
　前記第一外装体は、上方に向かって開放した第一開口をなす第一周縁部を有し、
　前記第二外装体は、下方に向かって開放した第二開口をなし、前記第一周縁部に対して
外方から対向する第二周縁部を有し、
　前記第一周縁部における前記第二周縁部と対向する外側面と、前記第二周縁部における
前記第一周縁部に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突起が
形成されており、
　前記製造方法は、
　前記第一外装体の前記第一開口内に前記蓄電素子を収容する工程と、
　前記第二外装体に対して接着剤を塗布する工程と、
　前記蓄電素子が収容された前記第一外装体に対して、前記第二外装体を取り付けて、前
記第一外装体の前記第一周縁部の上端面と、前記第二外装体とを前記接着剤によって接着
する工程とを含む
　蓄電装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電素子と、外装体とを備える蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外装体内に、複数の蓄電素子を収容した蓄電装置が知られている（例えば特許文
献１参照）。外装体は、開口を有する容器本体である第一外装体と、蓋体である第二外装
体とを有しており、第一外装体に複数の蓄電素子を収容してから、第二外装体で第一外装
体の開口を密閉するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１１８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、第一外装体と第二外装体とを固定するために接着剤が用いられる場合がある
が、その接着剤が硬化する前に第一外装体の外側面に垂れて外部に露出して、蓄電装置自
体の見栄えを損ねるおそれがあった。
【０００５】
　このため、本発明の目的は、第一外装体と第二外装体とを接着固定するための接着剤が
蓄電装置の外観を損ねることを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る蓄電装置は、蓄電素子と外装体とを
備える蓄電装置であって、外装体は、第一外装体と、第一外装体の上方に配置された第二
外装体とを備え、第一外装体は、上方に向かって開放した第一開口をなす第一周縁部を有
し、第二外装体は、下方に向かって開放した第二開口をなし、第一周縁部に対して外方か
ら対向する第二周縁部を有し、第一周縁部の上端面と、第二外装体とが接着剤により接着
されており、第一周縁部における第二周縁部と対向する外側面と、第二周縁部における第
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一周縁部に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突起が形成さ
れている。
【０００７】
　これによれば、第一周縁部における第二周縁部と対向する外側面と、第二周縁部におけ
る第一周縁部に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突起が形
成されているので、接着剤が第一周縁部の上端面から溢れたとしても、突起から下方に垂
れることを抑制することができる。
【０００８】
　また、第二周縁部が第一周縁部よりも外方に配置されているので、突起より上の接着剤
を覆い隠すことができ、蓄電装置自体の外観性を高めることができる。
【０００９】
　また、第一周縁部の外側面には、突起である第一突起が形成されており、第二周縁部は
、第一突起よりも下方に延びるスカート部を含み、スカート部の内側面には、第一突起の
下面に対向する第二突起が突起として形成されてもよい。
【００１０】
　これによれば、第一外装体の第一周縁部の外側面には、第一突起が形成されているので
、接着剤が第一周縁部の上端面から溢れたとしても、第一突起から下方に垂れることを抑
制することができる。また、スカート部が第一突起よりも下方に伸びており、さらにスカ
ート部には第一突起の下面に対向する第二突起が形成されているので、第一突起に付着し
た接着剤をスカート部で隠すことができる。したがって、蓄電装置の外観からは接着剤が
露出しにくくなり、蓄電装置自体の外観性を高めることができる。
【００１１】
　また、第一突起の下面に対向する第二突起が設けられているので、第二外装体が第一外
装体から浮こうとしても、第二突起が第一突起に当接し、浮きが抑制される。これにより
、接着後に高い防水性を確保することができる。
【００１２】
　また、第一周縁部の外側面には、突起である第三突起が形成されており、第二周縁部の
内側面には、第三突起の上面に当接する第四突起が突起として形成されており、第二周縁
部は、第三突起よりも下方に延びるスカート部を含んでもよい。
【００１３】
　これによれば、第一外装体の第一周縁部の外側面には、第三突起が形成されているので
、接着剤が第一周縁部の上端面から溢れたとしても、第三突起から下方に垂れることを抑
制することができる。また、第二外装体においては、第三突起の上面に当接する第四突起
よりもスカート部が下方に伸びているので、第三突起がスカート部により覆われる。これ
により、第三突起に付着した接着剤をスカート部で隠すことができる。したがって、蓄電
装置の外観からは接着剤が露出しにくくなり、蓄電装置自体の外観性を高めることができ
る。
【００１４】
　また、第四突起が、第三突起の上面に当接することにより第二外装体の下方への移動を
規制するので、第一外装体に対する第二外装体の位置を合わせることができ、スムーズに
組み立てを行うことができる。
【００１５】
　また、第四突起に第三突起が当接した状態の第二外装体と、第一外装体の第一周縁部の
上端面との間には、接着剤を収容する隙間が形成されていてもよい。
【００１６】
　これによれば、第四突起によって下方への移動を規制された第二外装体と、第一周縁部
の上端面との間には、接着剤を収容する隙間が積極的に形成されているので、この隙間内
で接着剤を保持することができる。したがって、第一外装体と第二外装体との接着強度を
安定させることができる。
【００１７】
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　また、第一周縁部の外側面には、第一突起と、当該第一突起とは異なる突起である第三
突起とが水平方向に並んで配置されており、第二周縁部の内側面には、第三突起の上面に
当接する第四突起が配置されていてもよい。
【００１８】
　これによれば、第一突起と第三突起とが水平方向に並んで配置されているので、第一突
起と第三突起とによって接着剤の垂れを確実に抑制することができる。また、第一突起と
第三突起とが水平方向に並んでいるので、第一外装体が上下方向に大型化することを抑制
できる。
【００１９】
　また、第二周縁部の内側面には、第三突起の上面に当接する第四突起が配置されている
ので、第四突起が、第三突起の上面に当接することにより第二外装体の下方への移動を規
制することができる。
【００２０】
　また、第一周縁部の外側面には、第三突起と、当該第三突起とは異なる突起である第一
突起とが水平方向に並んで配置されていてもよい。
【００２１】
　これによれば、第一突起と第三突起とが水平方向に並んで配置されているので、第一突
起と第三突起とによって接着剤の垂れを確実に抑制することができる。また、第一突起と
第三突起とが水平方向に並んでいるので、第一外装体が上下方向に大型化することを抑制
できる。
【００２２】
　また、第二突起の下面は、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面であってもよい
。
【００２３】
　これによれば、第二外装体の第二突起の下面が、下方に向かうにつれて外方に傾斜する
傾斜面であるので、第二外装体を第一外装体に取り付ける際には、第二外装体の第二突起
の傾斜面が第一突起上をスライドすることにより、第二外装体の第二周縁部が外方へと広
がる。この広がりによって第二突起が第一突起を乗り越えるので、第一突起の下方にスム
ーズに第二突起を配置することができる。
【００２４】
　また、第一突起の上面は、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面であってもよい
。
【００２５】
　これによれば、第一突起の上面が、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面である
ので、第二外装体を第一外装体に取り付ける際には、第二外装体の第二突起は、第一突起
に設けられた傾斜面上をスライドする。これにより容易に第一突起の下方に第二突起を配
置することができる。
【００２６】
　また、第二外装体における第二周縁部よりも内方には、第一外装体の第一周縁部を接着
位置に案内する案内部が設けられていてもよい。
【００２７】
　これによれば、案内部が第一外装体の第一周縁部を接着位置に案内するので、第二外装
体を第一外装体に取り付ける際に、第一外装体の第一周縁部をスムーズに接着位置まで案
内することができる。
【００２８】
　また、蓄電素子は、非水電解質蓄電素子であってもよい。
【００２９】
　ここで、非水電解質蓄電素子は、水電解質蓄電素子と比べて、蓄電装置に内蔵される内
部部材が多くなるのが一般的である。つまり、非水電解質蓄電素子を用いた場合、浸水の
影響を受ける部材も多くなるが、蓄電装置が上記の構成を有しているために、上記の作用
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効果を好適に奏することができる。
【００３０】
　本発明の一態様に係る蓄電装置の製造方法は、蓄電素子と外装体とを備える蓄電装置の
製造方法であって、外装体は、第一外装体と、第一外装体の上方に配置された第二外装体
とを備え、第一外装体は、上方に向かって開放した第一開口をなす第一周縁部を有し、第
二外装体は、下方に向かって開放した第二開口をなし、第一周縁部に対して外方から対向
する第二周縁部を有し、第一周縁部における第二周縁部と対向する外側面と、第二周縁部
における第一周縁部に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突
起が形成されており、製造方法は、第一外装体の第一開口内に蓄電素子を収容する工程と
、第二外装体に対して接着剤を塗布する工程と、蓄電素子が収容された第一外装体に対し
て、第二外装体を取り付けて、第一外装体の第一周縁部の上端面と、第二外装体とを接着
剤によって接着する工程とを含む。
【００３１】
　これによれば、上述の蓄電装置と同等の作用効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、第一外装体と第二外装体とを接着固定するための接着剤が蓄電装置の
外観を損ねることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施の形態に係る蓄電装置の外観を示す斜視図である。
【図２】実施の形態に係る蓄電装置を分解した場合の各構成要素を示す分解斜視図である
。
【図３】実施の形態に係る蓄電ユニットを分解した場合の各構成要素を示す分解斜視図で
ある。
【図４】実施の形態に係る第一外装体の概略構成を示す上面図である。
【図５】実施の形態に係る第一露出口と、閉塞部材との組み立て状態を示す断面図である
。
【図６】実施の形態に係る第二外装体の概略構成を示す下面図である。
【図７】実施の形態に係る第一突起と第二突起との係合状態を示す断面図である。
【図８】実施の形態に係る第三突起と第四突起との当接状態を示す断面図である。
【図９】実施の形態に係る蓄電装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図１０】変形例１に係る第一外装体の概略構成を示す上面図である。
【図１１】変形例２に係る第三突起と第二突起との係合状態を示す断面図である。
【図１２】変形例３に係る第三突起の概略構成を示す断面図である。
【図１３】変形例４に係る第二突起の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態に係る蓄電装置について説明する。な
お、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである
。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態に
おける構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素につい
ては、任意の構成要素として説明される。また、各図において、寸法等は厳密に図示した
ものではない。
【００３５】
　（実施の形態）
　まず、蓄電装置１の構成について、説明する。
【００３６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る蓄電装置１の外観を示す斜視図である。また、図２
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は、本発明の実施の形態に係る蓄電装置１を分解した場合の各構成要素を示す分解斜視図
である。
【００３７】
　なお、これらの図では、Ｚ軸方向を上下方向として示しており、以下ではＺ軸方向を上
下方向として説明するが、使用態様によってはＺ軸方向が上下方向にならない場合も考え
られるため、Ｚ軸方向は上下方向となることには限定されない。以下の図においても、同
様である。
【００３８】
　蓄電装置１は、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電することができる装置
である。例えば、蓄電装置１は、電力貯蔵用途や電源用途などに使用される電池モジュー
ルである。特に、本実施の形態では、蓄電装置１は、例えば自動車、自動二輪車、ウォー
タークラフト、スノーモービル、農業機械、建設機械などの移動体のエンジン始動用バッ
テリーとして用いられることが好ましい。この場合、蓄電装置１は、例えば、メンテナン
スや交換作業を容易にするなどのために、当該移動体のボンネットやトランク内などの容
易に触れることができる場所に露出された状態で設置される。また、蓄電装置１は、単独
（単体）で外部負荷に給電可能、または、単独（単体）で外部電源から充電可能なもので
ある。つまり、電気自動車やプラグインハイブリッド電気自動車などの動力用電源として
複数の電池モジュール（蓄電装置）を接続してケースに収容し電池パックとする構成もあ
るが、本実施の形態における蓄電装置１は、このような構成とは異なるものである。なお
、外部負荷または外部電源に応じて、複数の蓄電装置１を電気的に連結して電池パックを
構成することにしてもよい。
【００３９】
　図１及び図２に示すように、蓄電装置１は、第一外装体１１と第二外装体１２とからな
る外装体１０を備えている。また、蓄電装置１は、外装体１０内方に収容される蓄電ユニ
ット２０と保持部材３０とバスバー４１、４２等を備えている。
【００４０】
　外装体１０は、蓄電装置１の外装体を構成する矩形状（箱状）の容器（モジュールケー
ス）であり、一部においてのみ外部と連通可能とされ、ほぼ密閉された状態（準密閉状態
）で使用される。つまり、外装体１０は、蓄電ユニット２０、保持部材３０及びバスバー
４１、４２の外方に配置され、この蓄電ユニット２０等を所定の位置に配置し、蓄電ユニ
ット２０等を衝撃などから保護する。また、外装体１０は、例えばポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリフェニレンサルファイド樹
脂（ＰＰＳ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）またはＡＢＳ樹脂等の絶縁性の樹
脂材料により構成されている。外装体１０は、これにより、蓄電ユニット２０等が外部の
金属部材などに接触することを回避する。
【００４１】
　ここで、外装体１０は、外装体１０の本体を構成する第一外装体１１と、外装体１０の
蓋体を構成する第二外装体１２とを有している。第二外装体１２は、第一外装体１１の開
口を閉塞する扁平な矩形状のカバー部材であり、この第二外装体１２には正極外部端子１
３と負極外部端子１４とが設けられている。蓄電装置１は、この正極外部端子１３と負極
外部端子１４とを介して、外部からの電気を充電し、また外部へ電気を放電する。また、
第一外装体１１は、開口が形成された有底矩形筒状のハウジングであり、蓄電ユニット２
０、保持部材３０及びバスバー４１、４２等を収容する。
【００４２】
　第一外装体１１と第二外装体１２とは、同じ材質の部材で形成されていてもよいし、異
なる材質の部材で形成されていてもかまわない。
【００４３】
　なお、第一外装体１１及び第二外装体１２の具体的な構成については、後述する。
【００４４】
　蓄電ユニット２０は、複数の蓄電素子１００（本実施の形態では、１２個の蓄電素子１
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００）と複数のバスバー２００とを有しており、第二外装体１２に設けられた正極外部端
子１３と負極外部端子１４とに電気的に接続される。つまり、複数の蓄電素子１００のう
ちのいずれかの蓄電素子１００の正極端子が、バスバー２００を介して、正極外部端子１
３と電気的に接続される。また、複数の蓄電素子１００のうちのいずれかの蓄電素子１０
０の負極端子が、バスバー２００を介して、負極外部端子１４と電気的に接続される。
【００４５】
　また、蓄電ユニット２０は、複数の蓄電素子１００が縦置きになった状態でＸ軸方向に
並べられて、第一外装体１１内に配置される。そして、蓄電ユニット２０は、上方から第
二外装体１２が被せられて、外装体１０の内方に収容される。なお、蓄電ユニット２０の
詳細な構成の説明については、後述する。
【００４６】
　保持部材３０は、バスバー４１、４２や制御用等の他の配線部材、温度センサ等を保持
する部材である。また、保持部材３０は、バスバー４１、４２と他の部材との絶縁、及び
、バスバー４１、４２の位置規制を行うことができる部材である。特に、保持部材３０は
、バスバー４１、４２を、蓄電ユニット２０内のバスバー２００に対して位置決めする。
【００４７】
　具体的には、バスバー４１、４２は、まず第二外装体の内面側に組み付けられる。次に
保持部材３０は、蓄電ユニット２０の上方（Ｚ軸方向プラス側）に載置され、蓄電ユニッ
ト２０に対して位置決めされる。その後、保持部材３０上に、第二外装体１２が配置され
る。このとき、バスバー４１、４２は、保持部材３０上で位置決めされ、蓄電ユニット２
０内のバスバー２００に対して位置決めされる。
【００４８】
　なお、保持部材３０は、例えばＰＣ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＰＳ、ＰＢＴまたはＡＢＳ樹脂等
の絶縁性の樹脂材料により形成されているが、絶縁性を有する部材であればどのような材
質で形成されていてもかまわない。
【００４９】
　バスバー４１、４２は、蓄電ユニット２０内のバスバー２００と、第二外装体１２に設
けられた正極外部端子１３及び負極外部端子１４とを電気的に接続する。つまり、バスバ
ー４１は、蓄電ユニット２０内の一端に配置されたバスバー２００と正極外部端子１３と
を電気的に接続する導電性の部材であり、バスバー４２は、蓄電ユニット２０内の他端に
配置されたバスバー２００と負極外部端子１４とを電気的に接続する導電性の部材である
。
【００５０】
　なお、バスバー４１、４２は、導電性の部材として、例えば銅で形成されているが、バ
スバー４１、４２の材質は特に限定されない。また、バスバー４１、４２は、同じ材質の
部材で形成されていてもよいし、異なる材質の部材で形成されていてもかまわない。
【００５１】
　次に、蓄電ユニット２０の構成について、詳細に説明する。
【００５２】
　図３は、本発明の実施の形態に係る蓄電ユニット２０を分解した場合の各構成要素を示
す分解斜視図である。
【００５３】
　同図に示すように、蓄電ユニット２０は、複数の蓄電素子１００と、複数のバスバー２
００と、複数のスペーサ３００（複数の第一スペーサ３１０、一対の第二スペーサ３２０
及び一対の第三スペーサ３３０）と、一対の挟持部材４００と、複数の拘束部材５００と
、バスバーフレーム６００と、遮熱プレート７００とを備えている。
【００５４】
　蓄電素子１００は、電気を充電し、また、電気を放電することのできる二次電池（単電
池）であり、より具体的には、リチウムイオン二次電池などの非水電解質二次電池（非水
電解質蓄電素子）である。なお、ニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池などの水系
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電解質電池であってもよい。蓄電素子１００は、扁平な矩形状を有しており、第一スペー
サ３１０に隣接して配置されている。つまり、複数の蓄電素子１００のそれぞれが、複数
の第一スペーサ３１０のそれぞれと交互に配置され、Ｘ軸方向に並べられている。本実施
の形態では、１２個の蓄電素子１００が１１個の第一スペーサ３１０と交互に隣接して配
置されている。なお、蓄電素子１００は、非水電解質二次電池には限定されず、非水電解
質二次電池以外の二次電池であってもよいし、キャパシタであってもよい。
【００５５】
　また、同図に示すように、蓄電素子１００は、容器１１０、正極端子１２０及び負極端
子１３０を備えている。なお、容器１１０内方には、電極体（発電要素）及び集電体（正
極集電体及び負極集電体）等が配置され、また、電解液（非水電解質）などの液体が封入
されているが、詳細な説明は省略する。
【００５６】
　容器１１０は、金属からなる矩形筒状で底を備える筐体本体と、当該筐体本体の開口を
閉塞する金属製の蓋部とで構成されている。また、容器１１０は、電極体等を内部に収容
後、蓋部と筐体本体とが溶接等されることにより、内部を密封することができるものとな
っている。このように、容器１１０は、同図のＺ軸方向プラス側に蓋部、Ｘ軸方向両側の
側面に長側面、Ｙ軸方向両側の側面に短側面、Ｚ軸方向マイナス側に底面を有する直方体
形状の容器である。なお、容器１１０の材質は、特に限定されないが、例えばステンレス
鋼、アルミニウム、アルミニウム合金など溶接可能な金属であるのが好ましい。
【００５７】
　正極端子１２０は、正極集電体を介して、電極体の正極に電気的に接続された電極端子
であり、負極端子１３０は、負極集電体を介して、電極体の負極に電気的に接続された電
極端子であり、いずれも容器１１０の蓋部に取り付けられている。つまり、正極端子１２
０及び負極端子１３０は、電極体に蓄えられている電気を蓄電素子１００の外部空間に導
出し、また、電極体に電気を蓄えるために蓄電素子１００の内部空間に電気を導入するた
めの金属製の電極端子である。本実施の形態では、蓄電素子１００は、正極端子１２０及
び負極端子１３０を上方に向けた状態で配置されている。
【００５８】
　バスバー２００は、蓄電ユニット２０内の複数の蓄電素子１００のそれぞれと電気的に
接続されるバスバーである。つまり、バスバー２００は、複数の蓄電素子１００が有する
それぞれの電極端子と電気的に接続される導電性の部材であり、当該複数の蓄電素子１０
０が有するいずれかの電極端子同士を電気的に接続する。具体的には、バスバー２００は
、複数の蓄電素子１００が有するそれぞれの電極端子の表面上に配置され、当該電極端子
に接続（接合）される。
【００５９】
　本実施の形態では、５枚のバスバー２００が配置されており、１２個の蓄電素子１００
は、当該５枚のバスバー２００によって、並列に接続された３つずつの蓄電素子１００の
組が、４組直列に接続された構成となっている。また、端部に配置されるバスバー２００
は、上述のバスバー４１、４２と接続され、これによって、正極外部端子１３及び負極外
部端子１４と電気的に接続される。
【００６０】
　なお、バスバー２００は、導電性の部材として、例えばアルミニウムで形成されている
が、バスバー２００の材質は特に限定されない。また、バスバー２００は、全てが同じ材
質の部材で形成されていてもよいし、いずれかのバスバーが異なる材質の部材で形成され
ていてもかまわない。
【００６１】
　スペーサ３００は、複数の第一スペーサ３１０と、一対の第二スペーサ３２０と、一対
の第三スペーサ３３０とを有しており、例えばＰＣ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＰＳ、ＰＢＴまたは
ＡＢＳ樹脂等の絶縁性の樹脂により形成されている。なお、第一スペーサ３１０、第二ス
ペーサ３２０及び第三スペーサ３３０は、絶縁性を有する部材であればどのような材質で
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形成されていてもよく、また、全てが同じ材質の部材で形成されていてもよいし、いずれ
かのスペーサが異なる材質の部材で形成されていてもかまわない。
【００６２】
　第一スペーサ３１０は、蓄電素子１００の側方（Ｘ軸方向プラス側またはマイナス側）
に配置される、当該蓄電素子１００と他の部材とを絶縁する板状部材である。つまり、第
一スペーサ３１０は、隣り合う２つの蓄電素子１００の間に配置され、当該２つの蓄電素
子１００間を絶縁する。本実施の形態では、１２個の蓄電素子１００のそれぞれの蓄電素
子１００の間に、１１枚の第一スペーサ３１０が配置されている。
【００６３】
　また、第一スペーサ３１０は、蓄電素子１００の正面側または背面側の略半分（Ｘ軸方
向に２つに分けた場合の略半分）を覆うように、形成されている。つまり、第一スペーサ
３１０の正面側または背面側の両面（Ｘ軸方向の両面）には凹部が形成されており、当該
凹部に上記の蓄電素子１００の略半分が挿入される。このような構成により、蓄電素子１
００の側方の第一スペーサ３１０が、蓄電素子１００のほとんどの部分を覆うこととなる
ので、第一スペーサ３１０によって、蓄電素子１００と他の導電性部材との間の絶縁性を
向上させることができている。
【００６４】
　第二スペーサ３２０は、後述する挟持部材４００と外装体１０との間に配置され、挟持
部材４００と外装体１０との間を絶縁する板状部材である。また、第二スペーサ３２０は
、外装体１０に外部から衝撃が加えられた場合等に、蓄電ユニット２０を保護する緩衝部
材としての機能も有する。つまり、一対の第二スペーサ３２０が一対の挟持部材４００を
両側から挟み込むようにして当該一対の挟持部材４００と外装体１０との間に配置されて
おり、蓄電ユニット２０内の蓄電素子１００等を絶縁し、かつ、外部からの衝撃から保護
する。
【００６５】
　第三スペーサ３３０は、複数の蓄電素子１００におけるＸ軸方向の最外側に配置される
、複数の蓄電素子１００と他の部材とを絶縁する板状部材である。具体的には、複数の蓄
電素子１００のうち、最も外方に位置する一対の蓄電素子１００の外側面は、第一スペー
サ３１０には覆われていないために、この一対の第三スペーサ３３０によって、当該蓄電
素子１００の外側面を覆っている。これにより、一対の第三スペーサ３３０が、複数の蓄
電素子１００と、挟持部材４００との間に配置されることになり、複数の蓄電素子１００
と、挟持部材４００とを絶縁する。
【００６６】
　挟持部材４００及び拘束部材５００は、蓄電素子１００の電極体の積層方向において、
蓄電素子１００を外方から圧迫する部材である。つまり、挟持部材４００及び拘束部材５
００は、複数の蓄電素子１００を当該積層方向の両側から挟み込むことで、複数の蓄電素
子１００に含まれるそれぞれの蓄電素子１００を両側から圧迫する。なお、蓄電素子１０
０の電極体の積層方向とは、電極体の正極、負極及びセパレータが積層される方向であり
、複数の蓄電素子１００の並び方向（Ｘ軸方向）と同じ方向である。つまり、複数の蓄電
素子１００は、当該積層方向に配列されている。
【００６７】
　具体的には、挟持部材４００は、複数の蓄電素子１００のＸ軸方向両側に配置された平
板状部材（エンドプレート）であり、複数の蓄電素子１００、複数の第一スペーサ３１０
及び第三スペーサ３３０を、当該複数の蓄電素子１００、複数の第一スペーサ３１０及び
第三スペーサ３３０の並び方向（Ｘ軸方向）の両側から挟み込んで保持する。なお、挟持
部材４００は、強度の観点等から、例えば鋼やステンレス等の金属製（導電性）の部材で
形成されているが、これに限定されず、例えば強度の高い絶縁性の部材で形成されていて
もよい。
【００６８】
　拘束部材５００は、両端が挟持部材４００に取り付けられて、複数の蓄電素子１００を
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拘束する長尺状かつ平板状の部材（拘束バー）である。つまり、拘束部材５００は、当該
複数の蓄電素子１００、複数の第一スペーサ３１０及び一対の第三スペーサ３３０を跨ぐ
ように配置され、当該複数の蓄電素子１００、複数の第一スペーサ３１０及び第三スペー
サ３３０に対してこれらの並び方向（Ｘ軸方向）における拘束力を付与する。
【００６９】
　本実施の形態では、複数の蓄電素子１００の両側方（Ｙ軸方向両側）に２つの拘束部材
５００が配置されており、当該２つの拘束部材５００で当該複数の蓄電素子１００を当該
両側方から挟み込んで拘束する。なお、拘束部材５００は、挟持部材４００と同様に、例
えば鋼やステンレス等の金属製の部材で形成されているのが好ましいが、金属以外の部材
で形成されていてもかまわない。
【００７０】
　バスバーフレーム６００は、バスバー２００と他の部材との絶縁、及び、バスバー２０
０の位置規制を行うことができる部材である。特に、バスバーフレーム６００は、バスバ
ー２００を、蓄電ユニット２０内の複数の蓄電素子１００に対して位置決めする。
【００７１】
　具体的には、バスバーフレーム６００は、複数の蓄電素子１００の上方（Ｚ軸方向プラ
ス側）に載置され、複数の蓄電素子１００に対して位置決めされる。また、バスバーフレ
ーム６００上には、バスバー２００が載置されて位置決めされる。これにより、バスバー
２００は、複数の蓄電素子１００に対して位置決めされ、そして、当該複数の蓄電素子１
００が有するそれぞれの電極端子に接合される。なお、バスバーフレーム６００は、例え
ばＰＣ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＰＳ、ＰＢＴまたはＡＢＳ樹脂等の絶縁性の樹脂材料により形成
されているが、絶縁性を有する部材であればどのような材質で形成されていてもかまわな
い。
【００７２】
　遮熱プレート７００は、蓄電素子１００の安全弁の排気の流路の内方に配置される断熱
性を有する板状の部材である。具体的には、遮熱プレート７００は、蓄電素子１００の安
全弁の上方に位置するように、バスバーフレーム６００の上方に配置される。つまり、遮
熱プレート７００は、異常時等に蓄電素子１００の安全弁からガスが排出された場合に、
蓄電ユニット２０の上方に配置される回路基板等の電気機器を当該ガスの熱から保護する
。なお、遮熱プレート７００は、本実施の形態では、熱伝導性の低いステンレスなどの金
属材料で形成されているが、これに限定されず、耐熱性が高く熱伝導性の低い材料であれ
ばよく、例えばガラス繊維で強化されたＰＰＳやＰＢＴ等の樹脂、あるいはセラミック等
で形成されていてもかまわない。
【００７３】
　以上のように構成された蓄電装置１において、第一外装体１１及び第二外装体１２の構
成について、図４及び図６等に基づいて詳細に説明する。なお、詳細については後述する
が、第一外装体１１には、第一突起１１４と、第三突起１１５とが備えられており、第二
外装体１２には、第二突起１２７と、第四突起１２８とが備えられている。そして、第一
外装体１１に対して第二外装体１２が装着された際には、第一突起１１４と第二突起１２
７とが係合し、第三突起１１５と第四突起１２８とが当接した状態となる。
【００７４】
　まず、第一外装体１１について説明する。
【００７５】
　図４は、実施の形態に係る第一外装体１１の概略構成を示す上面図である。
【００７６】
　図４に示すように、第一外装体１１は、平面視矩形状の底板１１１と、底板１１１の全
周に亘って当該底板１１１の周縁から立設し、上方に向かって開放した第一開口１１２を
なす第一周縁部１１３とを備えている。つまり、第一周縁部１１３は、第一外装体１１の
外周壁である。
【００７７】
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　第一周縁部１１３の上部付近の外側面には、外方に向けて突出する第一突起１１４及び
第三突起１１５が水平方向に互いに交互に隙間なく並んで配置されている。具体的には、
第一突起１１４及び第三突起１１５は、第一周縁部１１３の外側面の同一高さ位置に配置
されている。第一突起１１４は、第一周縁部１１３の一対の長側面のそれぞれに対して２
つずつ所定の間隔をあけて設けられている。第三突起１１５は、第一周縁部１１３の外側
面であって、第一突起１１４が設けられていない領域に連続して設けられている。
【００７８】
　次に、第二外装体１２について説明する。
【００７９】
　図１及び図２に示すように、第二外装体１２は、第一外装体１１の開口を閉塞する蓋体
である。第二外装体１２には、上面視略Ｔ字状に上方に突出した中空の収容突部８０が形
成されており、この収容突部８０の内部空間に、回路基板（図示省略）やリレー（図示省
略）などの電気機器と、これらに接続される配線（図示省略）とが収容されている。
【００８０】
　ここで、回路基板には、例えば、蓄電素子１００の充電状態や放電状態、電圧値、電流
値、温度などの各種情報を取得し、監視し、制御したり、リレーのオン、オフを制御した
り、他の機器と通信を行ったりするための制御回路が設けられている。
【００８１】
　また、第二外装体１２の内面側において、正極外部端子１３とバスバー４１とが接続さ
れ、負極外部端子１４とバスバー４２とが接続されている。バスバー４１、４２を介して
、蓄電ユニット２０は正極外部端子１３、負極外部端子１４に電気的に接続されている。
収容突部８０の上面には、正極外部端子１３に接続されるバスバー４１と蓄電ユニット２
０のバスバー２００との接続部分を露出させるための第一露出口８１と、負極外部端子１
４に接続されるバスバー４２と蓄電ユニット２０のバスバー２００との接続部分を露出さ
せるための第二露出口８２とが設けられている。第一露出口８１及び第二露出口８２は、
上記接続部分の接続後に閉塞部材８３、８４によって閉塞されている。閉塞部材８３、８
４は接着剤によって収容突部８０と接合され、組み立て後においては、第一露出口８１及
び第二露出口８２は密閉されている。
【００８２】
　図５は、実施の形態に係る第一露出口８１と、閉塞部材８３との組み立て状態を示す断
面図である。具体的には、図５は、図１におけるＶ－Ｖ線を含む切断面を見た断面図であ
る。なお、第二露出口８２と閉塞部材８４との組み立て状態も、第一露出口８１と閉塞部
材８３との係合状態と概ね同様であるので、その説明は省略する。
【００８３】
　図５に示すように、収容突部８０には、第一露出口８１をなす周壁８５が設けられてい
る。周壁８５の内周面においては、複数の係合爪８１１が周方向に所定の間隔をあけて形
成されている。係合爪８１１は、第一露出口８１の内方に向けて突出しており、その上面
が下方に向かうにつれて内方に傾く傾斜面となっている。また、係合爪８１１の下面は水
平面である。また、収容突部８０には、周壁８５の外方に、第一露出口８１の周縁に沿う
外周溝８１２が形成されている。
【００８４】
　閉塞部材８３は、第一露出口８１を閉塞する形状に形成された板部８３１と、板部８３
１の全周に亘って当該板部８３１の周縁から垂下した壁部８３２と、板部８３１における
壁部８３２よりも内方であって、係合爪８１１に対応する位置から下方に延在する突片８
３３とを備える。
【００８５】
　突片８３３には、係合爪８１１が係合する係合孔８３４が形成されている。係合孔８３
４に係合爪８１１が係合した状態では、閉塞部材８３が上方に浮き上がろうとした際に係
合孔８３４の下面に対して係合爪８１１の下面が重なって当接する。これにより、閉塞部
材８３の上方への移動（浮き）が規制されている。
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【００８６】
　一方、壁部８３２の下面８３２１は、外周溝８１２の底面８１２１に当接している。こ
の状態では周壁８５の上端面８５１が、板部８３１の底面８３１１から離間して隙間８６
を形成している。この隙間８６は、接着領域であり、周壁８５の上端面８５１を板部８３
１の底面８３１１に接着するための接着剤８７が配置されている。
【００８７】
　例えば、閉塞部材８３を第一露出口８１に取り付ける際には、先に、閉塞部材８３の壁
部８３２と突片８３３との間に接着剤８７を塗布しておく。その後、閉塞部材８３を第一
露出口８１に対して押し込める。このとき、突片８３３の下端部が係合爪８１１の上面を
スライドして、突片８３３全体が内方に向けて曲げられながら、係合爪８１１を乗り越え
、最終的に係合孔８３４に対して係合爪８１１が係合する。一方、周壁８５の上端面８５
１と、板部８３１の底面８３１１との間には接着剤８７が塗布されているので、周壁８５
と板部８３１とを強固に接着することができる。
【００８８】
　図６は、実施の形態に係る第二外装体１２の概略構成を示す下面図である。
【００８９】
　図６に示すように、第二外装体１２は、平面視矩形状の天板１２１と、天板１２１の全
周に亘って当該天板１２１の周縁から垂下し、下方に向かって開放した第二開口１２２を
なす第二周縁部１２３とを備えている。つまり、第二周縁部１２３は、第二外装体１２の
外周壁である。また、天板１２１における第二周縁部１２３の内方には、天板１２１の全
周に亘って形成された内周壁１２４が形成されている。第二周縁部１２３と内周壁１２４
とは二重の壁体である。第二周縁部１２３と内周壁１２４との間の平面視環状の領域には
、第一外装体１１の第一周縁部１１３の上端部が収容され、当該上端部が接着される。こ
のため、この第二周縁部１２３と内周壁１２４との間の平面視環状の領域を接着領域１２
５とする。接着領域１２５は、第一外装体１１と第二外装体１２とを接着する際に、接着
剤５０（図７及び図８参照）が配置される領域である。つまり、内周壁１２４における接
着領域１２５側の側面と、第二周縁部１２３における接着領域１２５側の側面とは、互い
に対向している。
【００９０】
　内周壁１２４における接着領域１２５側の側面には、第一外装体１１の上端部を接着位
置に案内する複数の案内部１２６が、周方向に所定の間隔をあけて配置されている。
【００９１】
　第二周縁部１２３における接着領域１２５側の側面には、複数の第二突起１２７と、複
数の第四突起１２８とが設けられている。複数の第二突起１２７のそれぞれは、第二外装
体１２が第一外装体１１に取り付けられた際に、複数の第一突起１１４のそれぞれに対応
するように、配置されている。複数の第四突起１２８は、第二外装体１２が第一外装体１
１に取り付けられた際に、第一外装体１１の第三突起１１５に対応するように、周方向に
所定の間隔をあけて配置されている。
【００９２】
　次に、第二外装体１２が第一外装体１１に取り付けられた際の第一突起１１４と第二突
起１２７との係合状態について説明する。
【００９３】
　図７は、実施の形態に係る第一突起１１４と第二突起１２７との係合状態を示す断面図
である。具体的には、図７は、図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線の位置に対応する断面図で
ある。
【００９４】
　図７に示すように、第一周縁部１１３の上部は、第二外装体１２の接着領域１２５内に
収容されている。そして、第一突起１１４の上面１１４１は、下方に向かうにつれて外方
に傾斜する傾斜面となっている。第一突起１１４の上面１１４１と、第一周縁部１１３の
上端面１１３１とは連続している。また、第一突起１１４の下面１１４２は、外方側が僅
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かに上方に傾いた概ね水平な面に形成されている。
【００９５】
　第二周縁部１２３は、第一突起１１４よりも下方に延びる延長部としてのスカート部１
２９を備えている。このスカート部１２９における接着領域１２５側の側面（内側面）に
は、第一突起１１４の下面１１４２に対向するように、第二突起１２７が形成されている
。第二突起１２７の上面１２７１は、水平面であり、第一突起１１４の下面１１４２と対
向している。第二突起１２７の下面１２７２は、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾
斜面である。
【００９６】
　このように、第二突起１２７の下面１２７２が、下方に向かうにつれて外方に傾斜する
傾斜面であるので、第二外装体１２を第一外装体１１に取り付ける際には、第二外装体１
２の第二突起１２７の下面１２７２が第一突起１１４上をスライドする。これにより、第
二外装体１２の第二周縁部１２３が外方へと広がる。この広がりによって第二突起１２７
が第一突起１１４を乗り越えるので、第一突起１１４の下方にスムーズに第二突起１２７
を配置することができる。
【００９７】
　さらに、上述したように第一突起１１４の上面１１４１が、下方に向かうにつれて外方
に傾斜する傾斜面であるので、第二外装体１２を第一外装体１１に取り付ける際には、第
二突起の下面１２７２は、第一突起１１４の上面１１４１上をスライドする。このように
第一突起１１４と第二突起１２７とが面接触でスライドすることにより、より容易に第一
突起１１４の下方に第二突起１２７を配置することができる。
【００９８】
　なお、第一突起１１４の上面１１４１が傾斜面でなくとも、少なくとも第二突起１２７
の下面１２７２が傾斜面であればよい。また、第二突起１２７の下面が水平面で、第一突
起１１４の上面１１４１が傾斜面であってもよい。
【００９９】
　次に、第二外装体１２が第一外装体１１に取り付けられ際の第三突起１１５と第四突起
１２８との当接状態について説明する。
【０１００】
　図８は、実施の形態に係る第三突起１１５と第四突起１２８との当接状態を示す断面図
である。具体的には、図８は、図６におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線の位置に対応する断面
図である。
【０１０１】
　図８に示すように、第一周縁部１１３の上部は、第二外装体１２の接着領域１２５内に
収容されている。そして、第三突起１１５は、第一周縁部１１３の上端面１１３１から下
方に所定の間隔をあけて配置されている。第三突起１１５の上面１１５１及び下面１１５
２は、水平面である。第三突起１１５の下面１１５２は、第一突起１１４の下面１１４２
と面一である。
【０１０２】
　第二周縁部１２３のスカート部１２９は、第三突起１１５の下方に延びている。また、
第二周縁部１２３における接着領域１２５側の側面（内側面）には、第三突起１１５の上
面１１５１に当接する第四突起１２８が形成されている。第四突起１２８は天板１２１か
ら連続して下方に延在している。そして、第四突起１２８の下面１２８２は、水平面であ
り、第三突起１１５の上面１１５１に当接して重なっている。このように、第四突起１２
８が第三突起１１５に当接しているので、第二外装体１２の下方への移動が規制されるこ
とになる。
【０１０３】
　そして、第四突起１２８に第三突起１１５が当接した状態においては、第二外装体１２
の天板１２１の下面１２１１と、第一周縁部１１３の上端面１１３１との間には、接着剤
５０を収容する隙間５１が形成されている。この隙間５１は、接着領域１２５の全周に亘
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って設けられている（図７及び図８参照）。このような隙間５１が形成されていると、接
着剤５０を接着領域１２５の全周にわたって保持することができる。また、第一周縁部１
１３の上端面１１３１から接着剤５０が垂れたとしても、第一突起１１４と第三突起１１
５とがそれ以上の垂れを遮ることになる。さらに、第二周縁部１２３のスカート部１２９
が第一突起１１４及び第三突起１１５よりも下方に位置しているために、第一突起１１４
及び第三突起１１５に付着した接着剤５０をスカート部１２９で隠すことができる。なお
、接着剤５０は、第一周縁部１１３の内側面から垂れることもあるが、第一周縁部１１３
の内側面は、もともと外部に露出しないために、蓄電装置１の外観性を阻害することはな
い。
【０１０４】
　また、図８に示すように、案内部１２６における接着領域１２５側の側面には、下方に
向かうにつれて内方に傾斜する傾斜面１２６１が形成されている。第二外装体１２を第一
外装体１１に取り付ける際には、第一周縁部１１３の上部が傾斜面１２６１上をスライド
して、接着領域１２５内に案内される。つまり、傾斜面１２６１は、第一周縁部１１３の
上部を接着位置まで案内する案内面である。
【０１０５】
　次に、蓄電装置１の製造方法について説明する。
【０１０６】
　図９は、実施の形態に係る蓄電装置１の製造方法を示すフローチャートである。
【０１０７】
　図９に示すように、収容工程では、作業者は、第一外装体１１の第一開口１１２に対し
て蓄電ユニット２０、保持部材３０及びバスバー４１、４２等を収容する（Ｓ１０１）。
これにより、第一外装体１１内に蓄電素子１００が収容される。また、作業者は、第二外
装体１２の内面側に対して、バスバー４１、４２、回路基板やリレーなどの電気機器と、
これらと蓄電ユニット２０内の蓄電素子１００とを接続するための配線（図示省略）とを
収容する。
【０１０８】
　次いで、塗布工程では、作業者は、第二外装体１２の接着領域１２５及び閉塞部材８３
の壁部８３２と突片８３３との間に対して接着剤を塗布する（Ｓ１０２）。
【０１０９】
　そして、接着工程では、作業者は、蓄電素子１００が収容された第一外装体１１に対し
て、第二外装体１２を取り付けて、第一外装体１１の第一周縁部１１３の上端面１１３１
と、第二外装体１２とを接着剤５０によって接着する（Ｓ１０３）。取り付け時において
は、第一外装体１１の第一周縁部１１３が、案内部１２６の傾斜面１２６１上をスライド
して、接着位置に案内されるので、第一周縁部１１３の上端面１１３１が接着剤５０に触
れることになる。
【０１１０】
　その後、第一露出口８１及び第二露出口８２にてバスバー４１、４２とバスバー２００
とを接合した後、第二外装体１２に対して、第一露出口８１及び第二露出口８２を閉塞す
るように、閉塞部材８３、８４を取り付け接着することで、蓄電装置１の組み立てが完了
する。
【０１１１】
　以上のように、本発明の実施の形態に係る蓄電装置１によれば、第一周縁部１１３にお
ける第二周縁部１２３と対向する外側面と、第二周縁部１２３における第一周縁部１１３
に対向する内側面との少なくとも一方には、他方に向けて突出する突起（第一突起１１４
、第二突起１２７、第三突起１１５）が形成されているので、接着剤５０が第一周縁部１
１３の上端面から溢れたとしても、突起から下方に垂れることを抑制することができる。
【０１１２】
　また、第二周縁部１２３が第一周縁部１１３よりも外方に配置されているので、突起よ
り上の接着剤５０を覆い隠すことができ、蓄電装置１自体の外観性を高めることができる



(16) JP 2017-152165 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

。
【０１１３】
　また、第一外装体１１の第一周縁部１１３の外側面には、第一突起１１４が形成されて
いるので、接着剤５０が第一周縁部１１３の上端面１１３１から溢れたとしても、第一突
起１１４から下方に垂れることを抑制することができる。また、スカート部１２９が第一
突起１１４よりも下方に伸びており、さらにスカート部１２９には第一突起１１４の下面
に対向する第二突起１２７が形成されているので、第一突起１１４に付着した接着剤５０
をスカート部１２９で隠すことができる。したがって、蓄電装置１の外観からは接着剤５
０が露出しにくくなり、蓄電装置１自体の外観性を高めることができる。
【０１１４】
　ここで、第二外装体１２においては、内部に配線、回路基板、バスバー４１、４２など
が搭載されているが、水が侵入してしまうと、これらが腐食や絶縁不良等の不具合を生じ
るおそれがある。しかしながら、第一突起１１４の下面１１４２に対向する第二突起１２
７が設けられていると、第二外装体１２が第一外装体１１から浮こうとしても、第二突起
１２７が第一突起１１４に当接し、浮きが抑制される。このため、接着後においては高い
防水性を確保することができる。これにより、第二外装体１２内の配線、基板、バスバー
４１、４２などにおける水を起因とした不具合の発生を抑制することができる。
【０１１５】
　また、第一外装体１１の第一周縁部１１３の外側面には、第三突起１１５が形成されて
いるので、接着剤５０が第一周縁部１１３の上端面１１３１から溢れたとしても、第三突
起１１５から下方に垂れることを抑制することができる。また、第二外装体１２において
は、第三突起１１５の上面１１５１に当接する第四突起１２８よりもスカート部１２９が
下方に伸びているので、第三突起１１５がスカート部１２９により覆われる。これにより
、第三突起１１５に付着した接着剤５０をスカート部１２９で隠すことができる。したが
って、蓄電装置１の外観からは接着剤５０が露出しにくくなり、蓄電装置１自体の外観性
を高めることができる。
【０１１６】
　また、第四突起１２８が、第三突起１１５の上面１１５１に当接することにより第二外
装体１２の下方への移動を規制するので、第一外装体１１に対する第二外装体１２の位置
を合わせることができ、スムーズに組み立てを行うことができる。
【０１１７】
　また、第四突起１２８によって下方への移動を規制された第二外装体１２と、第一周縁
部１１３の上端面１１３１との間には、接着剤５０を収容する隙間５１が積極的に形成さ
れているので、この隙間５１内で接着剤５０を保持することができる。ここで、接着剤を
塗布せずに第二外装体を第一外装体にかぶせた際に隙間が形成されない形態では、接着剤
を塗布したとしても第二外装体と第一周縁部の上端面との間に残存する接着剤は僅かなも
のになる。このように、積極的に隙間５１が形成されていると、当該隙間５１によってよ
り多くの接着剤５０が保持されるので、第一外装体１１と第二外装体１２との接着強度を
安定させることができる。
【０１１８】
　また、第一突起１１４と第三突起１１５とが水平方向に並んで配置されているので、第
一突起１１４と第三突起１１５とによって接着剤５０の垂れを確実に抑制することができ
る。また、第一突起１１４と第三突起１１５とが水平方向に並んでいるので、第一外装体
１１が上下方向に大型化することを抑制できる。
【０１１９】
　また、第二外装体１２の第二突起１２７の下面１２７２が、下方に向かうにつれて外方
に傾斜する傾斜面であるので、第二外装体１２を第一外装体１１に取り付ける際には、第
二外装体１２の第二突起１２７の傾斜面が第一突起１１４上をスライドする。これにより
、第二外装体１２の第二周縁部１２３が外方へと広がる。この広がりによって第二突起１
２７が第一突起１１４を乗り越えるので、第一突起１１４の下方にスムーズに第二突起１
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２７を配置することができる。
【０１２０】
　また、第一突起１１４の上面１１４１が、下方に向かうにつれて外方に傾斜する傾斜面
であるので、第二外装体１２を第一外装体１１に取り付ける際には、第二外装体１２の第
二突起１２７は、第一突起１１４に設けられた傾斜面上をスライドする。これにより容易
に第一突起１１４の下方に第二突起１２７を配置することができる。
【０１２１】
　また、案内部１２６が第一外装体１１の第一周縁部１１３を接着位置に案内するので、
第二外装体１２を第一外装体１１に取り付ける際に、第一外装体１１の第一周縁部１１３
をスムーズに接着位置まで案内することができる。
【０１２２】
　ここで、非水電解質蓄電素子は、水系電解質蓄電素子と比べて、蓄電装置に内蔵される
内部部材が多くなるのが一般的である。つまり、上述したように、非水電解質蓄電素子を
用いた場合、浸水の影響を受ける部材も多くなるが、蓄電装置１が防水性を高める構成を
有しているために、上記の作用効果を好適に奏することができる。
【０１２３】
　そして、第一外装体１１と、第二外装体１２とを接着剤５０にて接合することは、接着
時に内部に熱影響を及ぼすことがないために好ましい。
【０１２４】
　以上、本発明の実施の形態に係る蓄電装置について説明したが、本発明は、上記実施の
形態に限定されるものではない。つまり、今回開示された実施の形態は全ての点で例示で
あって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明では
なくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全て
の変更が含まれることが意図される。
【０１２５】
　なお、以降では、変形例について具体的に説明するが、上記実施の形態と同一の部分に
おいては同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。
【０１２６】
　例えば、上記実施の形態では、第一外装体１１に対して第一突起１１４と第三突起１１
５とが水平方向に交互に並んでいる場合を例示して説明した。しかし、第一突起１１４ま
たは第三突起１１５のみが、第一外装体１１の全周に対して連続して設けられていてもよ
い。
【０１２７】
　［変形例１］
　図１０は、変形例１に係る第一外装体１１Ａの概略構成を示す上面図である。具体的に
は、図１０は、図４に対応する図である。
【０１２８】
　図１０に示すように、第一外装体１１Ａの第一周縁部１１３の外側面には、第一突起１
１４または第三突起１１５が、全周に亘って連続して形成されている。このように、第一
突起１１４または第三突起１１５が第一周縁部１１３の全周に亘って設けられているので
、１つの突起（第一突起１１４または第三突起１１５）であっても、接着剤５０の垂れを
確実に抑制することができる。
【０１２９】
　例えば、第一突起１１４が第一周縁部１１３の全周に亘って設けられて、第三突起１１
５が設けられていない場合には、第二突起１２７が、第一突起１１４の全体或いは部分的
に対向するように設けられていればよい。第二突起１２７が存在する箇所においては、第
一突起１１４及び第二突起１２７は、図７に示す形態である。
【０１３０】
　また、第三突起１１５が第一周縁部１１３の全周に亘って設けられて、第一突起１１４
が設けられていない場合には、第四突起１２８が、第三突起１１５の全体或いは部分的に
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対向するように設けられていればよい。第四突起１２８が存在する箇所においては、第三
突起１１５及び第四突起１２８は、図８に示す形態である。
【０１３１】
　［変形例２］
　図１１は変形例２に係る第三突起１１５と第二突起１２７との係合状態を示す断面図で
ある。
【０１３２】
　図１１に示すように、第三突起１１５に対向する位置に第二突起１２７を設けてもよい
。具体的には、第二突起１２７の上面１２７１は、第三突起１１５の下面１１５２に重な
って当接している。第二突起１２７は、第三突起１１５の全体に対して当接しても、部分
的に当接していてもよい。さらに、第一外装体１１Ａの全周に亘って第三突起１１５が形
成されている場合には、第二突起１２７と第四突起１２８とが、異なる位置で第三突起１
１５に当接するように設けられていてもよい。また、第二周縁部１２３のスカート部１２
９が第三突起１１５よりも下方に位置しているために、第三突起１１５に付着した接着剤
５０をスカート部１２９で隠すことができる。
【０１３３】
　［変形例３］
　図１２は、変形例３に係る第三突起１１５の概略構成を示す断面図である。
【０１３４】
　図１２に示すように、第一外装体１１Ａには、全周に亘って第三突起１１５が形成され
ているが、第二外装体１２Ｂには、突起（第二突起１２７及び第四突起１２８）が設けら
れていない形態であってもよい。この場合においても、第三突起１１５の上面１１５１で
、接着剤５０の垂れを抑制することができる。また、第三突起１１５は、第二外装体１２
Ｂの第二周縁部１２３の内側面に当接していることが好ましい。これにより、第二周縁部
１２３が、第三突起１１５から接着剤５０があふれることを抑制することができる。また
、第二周縁部１２３のスカート部１２９が第三突起１１５よりも下方に位置しているため
に、第三突起１１５に付着した接着剤５０をスカート部１２９で隠すことができる。
【０１３５】
　なお、第三突起１１５に代わって、第一突起１１４が第一外装体１１Ａの全周に亘って
形成されていてもよい。
【０１３６】
　［変形例４］
　図１３は、変形例４に係る第二突起１２７の概略構成を示す断面図である。
【０１３７】
　図１３に示すように、第二外装体１２Ａには、全周に亘って第二突起１２７が形成され
ているが、第一外装体１１Ｂには、突起（第一突起１１４及び第三突起１１５）が設けら
れていない形態であってもよい。また、第二突起１２７は、第一外装体１１Ｂの第一周縁
部１１３の外側面に当接している。この場合においても、第二突起１２７の上面１２７１
で、接着剤５０の垂れを抑制することができる。
【０１３８】
　なお、上記実施の形態及び変形例が備える各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本発明は、蓄電素子と、外装体とを備える蓄電装置に適用できる。
【符号の説明】
【０１４０】
１　蓄電装置
１０　外装体
１１、１１Ａ、１１Ｂ　第一外装体
１２、１２Ａ，１２Ｂ　第二外装体
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１３　正極外部端子
１４　負極外部端子
２０　蓄電ユニット
３０　保持部材
４１、４２、２００　バスバー
５０、８７　接着剤
５１、８６　隙間
８０　収容突部
８１　第一露出口
８２　第二露出口
８３、８４　閉塞部材
８５　周壁
１００　蓄電素子
１１０　容器
１１１　底板
１１２　第一開口
１１３　第一周縁部
１１４　第一突起（突起）
１１５　第三突起（突起）
１２０　正極端子
１２１　天板
１２２　第二開口
１２３　第二周縁部
１２４　内周壁
１２５　接着領域
１２６　案内部
１２７　第二突起（突起）
１２８　第四突起（突起）
１２９　スカート部
１３０　負極端子
３００　スペーサ
３１０　第一スペーサ
３２０　第二スペーサ
３３０　第三スペーサ
４００　挟持部材
５００　拘束部材
６００　バスバーフレーム
７００　遮熱プレート
８１１　係合爪
８１２　外周溝
８３１　板部
８３２　壁部
８３３　突片
８３４　係合孔
８５１、１１３１　上端面
１１４１、１１５１、１２７１　上面
１１４２、１１５２、１２１１、１２７２、１２８２、８３２１　下面
１２６１　傾斜面
８１２１、８３１１　底面
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